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竹原市福祉バス運行ルートの変更について（案） 
 

１ 趣旨 

 福祉バスの運行ルートについては，令和２年４月１日に一部変更を行ってい

るが，この度，デマンド型乗合タクシーの実証運行に伴い，吉名地区，仁賀地

区については，運行ルートを一部休止するため，運行経路と運行時間の部分的

な見直しを行い，実証運行として，実施することで，高齢者の外出の利便性を

図り，福祉バスの利用促進につなげること目的とする。 

実証運行を実施した結果，検証・分析を行うとともに，デマンド型乗合タク

シーの実証運行の結果を踏まえ，ルートの見直しの検討を行う。 

  

２ 変更内容 

⑴ 運行事業者 

現在：西条交通株式会社  変更なし 

⑵ 運賃（資料１） 

変更なし 

・６５歳以上，４０歳以上で介護認定を受けている方，身体障害者手帳等を

所有している方 

１回乗車につき１００円（介助者が同乗する場合，介助者は無料） 

・その他の利用者 

三角表のとおり（資料２） 

⑶ 路線及び時刻表 

ア 吉名ルート（月曜日）（資料３－１） 

  吉名地区を休止し，新たに築地・多井新開地区，県営田ノ浦住宅等を 

追加 

  イ 西野・宮原コース（旧仁賀・西野コース）（金曜日）（資料３－２） 

仁賀地区を休止し，新たに宮原・大王地区を追加  

  ウ 全コース（資料３－１～４） 

    新たな停留所としてエブリイを追加 

 

３ 実証運行期間 

  令和３年５月２４日から令和４年３月３１日まで 

  （竹原市デマンド型乗合タクシーの実証運行と同様の期間） 

 

【参考】議決の根拠法令 

 道路運送法第９条第４項，１５条及び第１５条の２ 

 

・道路運送法に基づく協議及び議決 

 （議決が必要な項目）事業計画の変更（運行ルートの変更），路線の運休（資

料４，資料５） 

・地域公共交通会議の合意後，運行事業者に対し，協議が調っていることの証明

書を交付し，運輸局へ各種申請を行う（資料４）。 
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